
※住民基本台帳法の改正により、平成24年７月末からの人口は外国人住民を含めた人数を掲載しています。

■人口　30,478人（前月比）−31人
　　　　男14,986人  　女15,492人
■出生件数　６件  ■死亡件数　37件
■世帯数　13,983世帯 ※住民基本台帳から、２月28日現在

市内の交通事故　２月１日〜28日　※（　）は１月からの累計

■発生件数　80件（165件）  ■死亡者数　０人（０人）
■負傷者数　８人（12人）  ■物損件数　75件（157件）
■飲酒運転による人身事故件数　０人（０人）

　国民年金は、20歳以上であ
れば、学生も加入し国民年金保
険料を納付しなければなりませ
ん。しかし、本人の所得が一定
額以下の場合、申請により保険
料の納付が猶予される「学生納
付特例制度」があります。
　対象は、学校教育法に規定す
る大学（大学院）、短期大学、
高等学校、高等専門学校、専修
学校および各種学校（修業年限
１年以上である課程）に在学す
る学生などです。ただし、学生
納付特例の期間は年金額に反映
されないことから、将来受け取
る年金額を増額するためにも、

後から納付（追納）することを
お勧めします。
　承認期間は４月から翌年３月
までの１年間となります。令和
６年度に承認された方で、令和
７年度も在学予定の方には、４
月初めにはがき形式の再申請の
用紙が届きますの
で、引き続き申請
を希望される場合
は必要事項を記入
してポストに投

とう
函
かん

してください。
問健康推進課　☎22-1362
　大河原年金事務所
　☎0224-51-3111

学生納付特例申請書の送付について

日本年金機構
ホームページ

　市では、交通事故防止と公共
交通の利用促進のため、４月か
ら運転免許証を自主返納した市
民を対象に、白石市民バス（き
ゃっするくん）の運賃を無料に
します。自主返納した方は、き
ゃっするくんに乗車する際、次
の①と②の書類を運転手に提示
してください。
●提示書類
①�運転免許証の取り消し通知書
または運転経歴証明書

②�マイナンバーカードまたは住
民票や住所が分かるもの

※�①・②ともに原本ではなく写
しでも構いません。

※�申請は必要ありません。
問危機管理課　☎22-1452

運転免許証自主返納を
支援します

　農業が環境保全を重視したも
のへ転換を図るため、農業生産
に生分解性マルチを導入する農
業者に補助金を交付します。詳
しくはお問い合わせください。
●対象者　市内に住所を有し、
市内において農業を営む方
（ただし市税滞納がない方）
●対象となる経費　生分解性マ
ルチの購入に要する費用（使用
する面積が10アール以上の場
合に限る）
●補助金の額（補助率）
　事業経費の１/３以内（年間で
補助限度面積：１ヘクタール以内）
●受付期間　４月１日（火）～
　　　　　　12月１日（月）
問農林課　☎22-1253

白石市循環型農業推進モデル事業
補助金の申請受付を開始します

　（公財）日本消防協会が行う「消防団防災学習・災害活動車両交付
事業」により、消防団防災学習・災害活動車Ⅱ（ワンボックス型）
が本市消防団に交付されました。
　輸送力の高い車両のため、火災現場における消防団員への後方支
援や幼年消防クラブ防火啓発活動で使用する資機材の運搬に活用
し、さらなる地域防災力の強化に努めていきます。
問危機管理課　☎22-1452

消防団防災学習・災害活動車Ⅱ（ワンボックス型）が交付されました

　住民票や税に関する証明書を
市役所に足を運ぶことなく、24
時間365日オンラインで申請で
きます。
　マイナンバーカードをお持ち
の方は、スマートフォンから申
請ができ、マイナンバーカード
による本人確認とクレジットカ
ードによる決済が完了すると、
証明書が住民登録
のある住所地へ郵
送されます。詳し
くはホームページ
をご覧ください。
問証明書・申請内容について
　市民課　☎22-1312
　税務課　☎22-1313
　システムの利用について
　デジタル推進課
　☎26-8228

マイナンバーカードとスマートフォン
で証明書のオンライン申請ができます

デジタル推進課
ホームページ

「白石市国民健康保険人間ドック」
の費用助成について

　国民健康保険（国保）では、公
立刈田綜合病院で受診する人間
ドック費用を助成しています。
●対象者　令和７年度中に満
40～74歳に到達し、４月１日
時点から受診日まで継続して国
保に加入者しており、国保税に
未納がない世帯の方
●助成額　10,000円
●自己負担額
【Ａコース】29,600円
【Ｃコース】16,400円
※�受診費用との差額が自己負担
になります。各コースの詳細は
申し込み時にご確認ください。
●受付期間　４月23日（水）～
11月28日（金）
●受診期間　６月２日（月）～令
和８年３月31日（火）
●申請場所　健康推進課
●申請時の持ち物　保険証、免
許証などの身分証明書
※�市の特定健診との重複受診は
できません。
問健康推進課　☎22-1362

　退職などで勤務先の健康保険
（社会保険など）の資格を喪失
した場合は、国民健康保険（以
下「国保」）に加入する手続き
が必要です。また、国保加入者
が就職などで社会保険などに加
入した場合も国保を脱退する手
続きが必要です。いずれの場合
も異動があった日から14日以
内に手続きをお願いします。
　マイナ保険証を利用中の方で
も、国保の加入・脱退には窓口
での手続きが必要です。詳しく
はお問い合わせください。
問健康推進課　☎22-1362

国民健康保険の手続きは
お早めに

　本市では、住民票や印鑑証明
書、戸籍謄抄本などの交付事務
を下記取り扱い郵便局に委託し
ていますが、11月に市の基幹
システムが変更されることに伴
い、取り扱いを終了します。
　なお、住民票や印鑑証明書な
どの各種証明書は、オンライン
でも申請を受け付けています。
マイナンバーカードとクレジッ
トカードをお持ちであれば、ご
自宅から証明書の申請が簡単に
できますので、ぜひご活用くだ
さい。
●取り扱い郵便局
　越河駅前、斎川、大鷹沢、北
白川、小原の５局
●取り扱い終了日
　11月28日（金）（予定）
問市民課　☎22-1312

地区郵便局での証明書発行業務
終了とオンライン申請のご案内

令和７年度の国民健康保険税の
税率と課税限度額について

　税率は令和６年度から変更あ
りません。現在は市町村ごとに
税率を決定していますが、宮城
県では今後県内の税率を統一す
る方針を示しています。統一の
際は現在の税率から引き上げに
なることが想定されるため、今
後本市においても統一までに段
階的に税率を引き上げるなどの
方法を検討していきます。
●税率

医療
給付費

後期高齢
支援金

介護
納付金

所得
割額 6.8％ 2.8％ 2.0％

均等
割額 23,000円 9,600円 9,400円

平等
割額 22,000円 7,000円 4,800円

●課税限度額　国民健康保険法
施行令の一部改正に伴い、課税
限度額が引き上げられます。
　医療給付費 66万円

（65万円）
　後期高齢者支援金 26万円

（24万円）
　介護納付金 17万円

（同額）
合　計 109万円

（106万円）
（　）内は令和６年度

※�本年度の納税通知書は７月中
旬に発送予定です。
問税務課　☎22-1313

しろいし子育て応援隊
Instagram

　ぜひ「フォロー」「いいね！」を
お願いします！
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